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平成 27年４月 30日 

各 位 

会 社 名 株式会社カワニシホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 高井 平 

（コード：2689、東証第二部） 

問合せ先  取締役 

          管理本部長 村田 宣治   

          （TEL．086‐236‐1115） 

 

「内部統制の基本方針」の変更に関するお知らせ 

  

当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制の基本方針」の変更について決議しましたので、

添付のとおり変更後の内容をお知らせします。 

なお、今回の変更は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施

行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されること

を踏まえ行うものです。 

以上 
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内部統制の基本方針 

 

１．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理は、法令及び取締役会規則、情報管理その他社内

諸規程に基づき、主管する部署が適切に実施し、必要に応じて見直し等を行う。 

 

２．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 業務遂行にあたり、予め予測可能な損失の危険は社内規程、マニュアルなどを整備し、そ

の周知徹底を行うことにより、未然防止に努める。 

(2) 突発的かつ予測しえない事態の発生には、当社の代表取締役社長の指揮のもと対応する。 

 

３．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役はその権限のもと、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、効率的に会

社経営にあたる。 

(2) 取締役は、月１回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告すると

ともに、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、問題の把握と改善

に努める。 

(3) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を確保す

るため、取締役の任期を１年とする。 

 

４．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 当社グループの取締役及び使用人を対象に、法令及び定款並びに当社グループ社員憲章に

即するべく、定期・随時に教育を実施し、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であ

ることを徹底する。 

(2) 社会的責任、コンプライアンス、企業防衛の観点から、反社会的勢力を断固として排除す

るとともに、反社会的勢力からの不当要求に対し、組織として毅然とした姿勢で対応し、拒

絶の姿勢を堅持する。加えて、反社会的勢力との関係遮断を確実なものとするために、態勢

の整備、外部専門機関との連携強化を図る。 

(3) 内部監査等をとおし、適法性が保たれていることを確認する。 

(4) 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の「内部通報制度」を整備する。 

 

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

(1) 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が定めるグループ会

社管理規程及びグループ会社規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情

報について、当社への定期的な報告を義務付ける。 

(2) 当社グループのリスク管理規程を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グルー

プ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。 
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(3) 当社の子会社の取締役は、月１回以上開催される取締役会において職務の執行状況等につ

いて報告するとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、問

題の把握と改善に努める。 

(4) 当社グループのコンプライアンス規程並びにコンプライアンス・マニュアルを当社グルー

プすべての役職員に周知徹底する。 

(5) 当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。 

(6) 当社の監査役及び当社の子会社の監査役は、定期的に会議を開催し、情報伝達する。 

(7) 当社グループ各社に対し、内部監査部門による定期的な監査を実施する。 

 

６．当社の監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項 

(1) 監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合、既存組織と独立した適

切な体制を整備する。 

(2) 担当する使用人の人事考課、異動等については監査役の同意を得たうえで決定することと

し、取締役からの独立性を確保する。 

(3)  当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先し従事する。  

 

７．当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報

告を受けたものが当社の監査役(または監査役会）に報告をするための体制その他の当社の監査

役(または監査役会）への報告に関する体制 

(1) 当社グループの役職員は当社監査役（または監査役会）の要請に応じ、必要な報告及び情

報提供を行う。 

(2) 当社監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため

に重要な会議に出席する。 

 

８．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

体制 

監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。 

 

９．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

(1) 監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、監査役規程に基づ

き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

(2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の支払に充てるため、毎年、一定額の予算を計上

する。  

 



 

4 
 

10．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役監査体制の実効性を向上させるべく、適宜見直し・改善を行う。 

(2) 見直し･改善にあたっては、監査役（または監査役会）の意見を十分に尊重する。 

(3) 内部監査室及び管理部門は、監査役からの要請があった場合は、監査役の補助を行う。 

 

11．財務報告の信頼性を確保するための体制 

(1) 金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、経理業務に関する

規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。 

(2) 内部監査室は、「内部統制評価の基本方針」に従い、財務報告に係る内部統制について監査

を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講

ずる。 

 

（履歴） 

平成18年５月11日 決定 

平成20年６月27日 一部変更 

平成22年５月10日 一部変更 

平成26年４月30日 一部変更 

平成27年４月30日 一部変更 
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